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   郵便等による不在者投票の対象者拡大等を求める意見書  

 

現 在 、 「 郵 便 等 に よ る 不 在 者 投 票 制 度 」 を 利 用 で き る の は 、 身 体 障 害

者 手 帳 か 戦 傷 病 者 手 帳 を 所 持 し か つ 特 定 の 要 件 を 満 た す 方 、 ま た は 「 介

護 保 険 の 要 介 護 区 分 」 が 「 要 介 護 ５ 」 の 方 の み で す 。 要 介 護 １ か ら ４ ま

で の 方 で 寝 た き り に 近 い 方 、 ま た 要 介 護 認 定 を 受 け て い な い が 外 出 が 著

しく困難な方は、制度を利用できません。  

この課題解決のため、総務省は平成 29 年６月「投票環境の向上方策等

に 関 す る 研 究 会 」 を 設 置 し 、 「 郵 便 等 投 票 の 対 象 範 囲 の 拡 大 」 に 向 け た

検討を行いました。  

研 究 会 報 告 書 は 、 「 投 票 の 意 思 が あ る の に 投 票 所 に 行 け な い 在 宅 高 齢

者 の 投 票 環 境 の 向 上 は 、 重 要 な 課 題 で あ る 」 と し た 上 で 、 「 要 介 護 ４ 」

さ ら に 「 要 介 護 ３ 」 の 方 に も 、 郵 便 等 に よ る 不 在 者 投 票 の 対 象 を 拡 大 す

べき、としました。  

令 和 ３ 年 ６ 月 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 の 一 環 と し て 、 外 出 自

粛 を 余 儀 な く さ れ た 感 染 者 に 不 在 者 投 票 （ 特 例 郵 便 等 制 度 ） を 認 め る 決

定 が な さ れ た こ と は 記 憶 に 新 し い と こ ろ で す 。 一 方 、 要 介 護 区 分 の 対 象

拡大に向けた動きは見えません。平成 30 年の全国市区選挙管理委員会連

合 会 要 望 書 に 、 「 多 年 に わ た り 第 一 線 に お い て 選 挙 の 管 理 執 行 の 実 務 に

従 事 し て 参 り ま し た 各 市 区 選 挙 管 理 委 員 会 が 、 早 期 に 実 現 を は か る べ き

事 項 と し て い る 」 と あ り ま す 。 郵 送 等 に よ る 不 在 者 投 票 の 対 象 者 拡 大 は 、

超 高 齢 化 社 会 を 迎 え 、 在 宅 医 療 、 在 宅 介 護 の 充 実 が 叫 ば れ て い る 現 在 、

一刻も早く実現すべき課題です。  

以 下 、 投 票 環 境 に お け る 制 約 を で き る 限 り 解 消 、 改 善 し 、 さ ら な る

利便性向上に努めるよう、下記事項を強く求めます。  

 

記  

 

１  郵 便 等 に よ る 不 在 者 投 票 制 度 の 対 象 者 を 拡 大 し 、 要 介 護 度 の 区 分 に

か か わ ら ず 在 宅 介 護 を 受 け て い る 選 挙 人 の 投 票 機 会 の 確 保 を 図 る こ と 。  

２  駐 車 場 、 バ リ ア フ リ ー 等 が 整 っ た 投 票 所 で の 投 票 を 可 能 に す る 等 、

自 治 体 間 の 公 平 性 に 留 意 し つ つ 、 投 票 環 境 に お け る 制 約 を 解 消 、 改 善

するための議論を加速させること。  

３  郵 便 等 に よ る 不 在 者 投 票 制 度 の 内 容 を 、 本 人 の み な ら ず 、 家 族 、 ケ

ア マ ネ ジ ャ ー 、 支 援 者 等 に 広 く 周 知 し 、 投 票 の 意 思 が あ る に も か か わ



ら ず 制 度 を 知 ら ず 、 投 票 を あ き ら め る こ と が な い よ う 、 情 報 提 供 を 強

化すること。  

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。  

 

 

令和４年９月   日  

 

 

武蔵野市議会議長   土屋  美恵子  
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